
年金記録確認三重地方第三者委員会第一部会（第 4回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 7日（木）   13 時 40 分から 17 時 15 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）高橋部会長、雨夜部会長代理、岡委員、百北委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1)  国民年金事案 2 件について記録の訂正の必要がないと判断した。また、申立事案 7 件（継続 3

件、新規 4 件）について関連資料及び周辺事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することと

なった。 

     なお、継続事案のうち 1件については、申立人から口頭意見陳述を受けた。 

 

(2) 第 5 回第一部会は、平成 20 年 2 月 14 日（木）14 時 00 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第二部会（第 4回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 7日（木） 午前 9時 45 分から 12 時 00 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）芦田部会長、人見部会長代理、今村委員、松澤委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1) 厚生年金事案 1件についてあっせん案を審議し決定した。また、厚生年金事案 4件について記録の

訂正の必要がないと判断した。さらに、申立事案 6 件（継続 4 件、新規 2 件）について関連資料及

び周辺事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することとなった。 

 

(2) 第 5 回第二部会は、平成 20 年 2 月 14 日（木）午前 9時 45 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第一部会（第 5回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 14 日（木）   13 時 40 分から 17 時 15 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）高橋部会長、岡委員、百北委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1)  国民年金事案 1件についてあっせん案を審議し決定した。また、国民年金事案 2件について記録

の訂正の必要がないと判断した。さらに、申立事案 6 件（継続 2 件、新規 4 件）について関連資料

及び周辺事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することとなった。 

     なお、継続事案のうち 1件については、申立人から口頭意見陳述を受けた。 

 

(2) 第 6 回第一部会は、平成 20 年 2 月 21 日（木）14 時 00 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第二部会（第 5回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 14 日（木） 午前 9時 45 分から 12 時 00 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）芦田部会長、人見部会長代理、今村委員、松澤委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1) 厚生年金事案 2件についてあっせん案を審議し決定した。また、厚生年金事案 2件について記録の

訂正の必要がないと判断した。さらに、申立事案 8 件（継続 4 件、新規 4 件）について関連資料及

び周辺事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することとなった。 

 

(2) 第 6 回第二部会は、平成 20 年 2 月 21 日（木）午前 9時 45 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第一部会（第 6回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 21 日（木）   13 時 45 分から 16 時 20 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）高橋部会長、岡委員、百北委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1)  国民年金事案 1件についてあっせん案を審議し決定した。また、国民年金事案 3件について記録

の訂正の必要がないと判断した。さらに、申立事案 7 件（継続 1 件、新規 6 件）について関連資料

及び周辺事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することとなった。 

 

(2) 第 7 回第一部会は、平成 20 年 2 月 28 日（木）14 時 00 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第二部会（第 6回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 21 日（木） 午前 9時 45 分から 12 時 05 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）芦田部会長、人見部会長代理、今村委員、松澤委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1) 厚生年金事案 2 件について記録の訂正の必要がないと判断した。さらに、申立事案 5 件（継続 3

件、新規 2 件）について関連資料及び周辺事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することと

なった。 

  なお、継続事案のうち 1件については、申立人から口頭意見陳述を受けた。 

 

(2) 第 7 回第二部会は、平成 20 年 2 月 28 日（木）午前 9時 45 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第一部会（第 7回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 28 日（木）   13 時 45 分から 16 時 00 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）高橋部会長、雨夜部会長代理、岡委員、百北委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、桑原事務室次長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1)  申立事案 7件（継続 1件、新規 6件）について関連資料及び周辺事情に関し審議を行い、引き続

き審議を継続することとなった。 

 

(2) 第 8 回第一部会は、平成 20 年 3 月 6日（木）14 時 00 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 



年金記録確認三重地方第三者委員会第二部会（第 7回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 20 年 2 月 28 日（木） 午前 9時 40 分から 12 時 00 分 

 

２ 場 所 津合同庁舎 共用会議室 

三重行政評価事務所 所長室 

 

３ 出席者  

（部 会）高橋委員長、芦田部会長、人見部会長代理、今村委員、松澤委員 

（事務室）井上三重行政評価事務所長、堀部事務室長ほか 

 

４ 主な議題 

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

 

５ 会議経過 

(1) 厚生年金事案 1件についてあっせん案を審議し決定した。厚生年金事案 4件について記録の訂正の

必要がないと判断した。さらに、申立事案 7 件（継続 2 件、新規 5 件）について関連資料及び周辺

事情に関し審議を行い、引き続き審議を継続することとなった。 

  なお、継続事案のうち 1件については、申立人から口頭意見陳述を受けた。 

 

(2) 第 8 回第二部会は、平成 20 年 3 月 6日（木）午前 9時 45 分から開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

                                  文 責 ： 事 務 室 

   

                                  後日修正の可能性あり  

 

 

 

 

 


	三重（平成20年02月分）
	02001第４回第一部会（２月７日開催）
	02002第４回第二部会（２月７日開催）
	02003第５回第一部会（２月14日開催）
	02004第５回第二部会（２月14日開催）
	02005第６回第一部会（２月21日開催）
	02006第６回第二部会（２月21日開催）
	02007第７回第一部会（２月28日開催）
	02008第７回第二部会（２月28日開催）

